
学識者委員会及び関係住民への意見聴取結果及び

意見に対する取組状況と考え方・整備計画への反映について

令和８年２月

熊本県 土木部 河川港湾局
河川課



①パブリックコメントによる意見聴取

■意見聴取方法 ： 意見箱※、インターネット（熊本県HP）、郵送 ※意見箱は閲覧場所に設置

■意見聴取期間 ： 佐敷川水系河川整備計画（原案）公表後、約１ヶ月 （R7.12.19～R8.1.23）
■閲覧場所 ： 芦北地域振興局及び芦北町役場（２箇所） ※募集期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除いて閲覧可

②公聴会開催による意見聴取

■開催日時 ： 令和８年１月２２日（木） １８時３０分～１９時１５分

・ 河川整備計画（原案）説明 １８時３０分～１９時００分
・ 公聴会 １９時００分～１９時１５分

■開催場所 ： 芦北町総合コミュニティセンター
■公述人数 ： １名
■傍聴者数 ： ４名

関係住民の意見を反映させるために必要な措置について
熊 本 県

＜意見箱設置＞＜熊本県ホームページへ掲載＞ ＜芦北町広報誌へ掲載（約6,000部配布）＞

※芦北町役場
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■回答人数 ： 意見箱 ５名  （２０代１名、６０代３名、７０代１名）、インターネット ０名、 郵送※ ２名  （６０代１名、７０代１名） ※郵送には公述人より提出された意見書を含む

■意見総数 ： １７件 （１人の意見で複数分野の意見があった場合は、各１件として計上）
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⚫学識者委員会、パブリックコメント、公聴会でいただいた意見の内容について、６分野の主な意見として整理し、河川管理者とし
ての意見に対する取組状況と考え方を示すとともに、整備計画への反映について検討した。

⚫主な意見の概要については以下のとおり。

分野 意見の概要

①流域治水 • 計画目標に対する河川整備を行っても、外水氾濫は起こり得ることを前提とし、氾濫が発生した場合の対応というソフト対策の視点を盛り込むべき。
• 河川整備の役割や情報発信の理解を含めた内容を、防災教育として盛り込むべき。
• 「環境」と「防災」のコミュニティは一体であるため、それぞれの関係性を示す「ステークホルダーマップ」を作成してほしい。
• 佐敷川は農地や住民の飲料水の源であり、漁業にも大きな影響を与えている。川なくして農業も漁業も成り立たないため、農林水産部と横断的な意見交換が必要。

• 河川は気象学・林学・土質学・水産学が重要であり、各関係者と更に連携して取り組んでほしい。
• 河川監視カメラは、下流部だけでなく中流域・上流域にも設置する必要があるのではないか。

②洪水対策 • 築堤や堤防嵩上げによる山水の排水に及ぼす影響（内水氾濫）と対策について、どのように考えているか。
• 「従来の治水対策を抜本的に見直し」について、何が抜本的であるのか住民に対してわかりやすく説明する必要がある。
• 河川整備により、令和２年７月豪雨と同規模の洪水に対し、どの程度浸水被害が軽減されるのかを定量的に示してほしい。

③維持管理 • 住民が不安にならないよう、また度々の修繕が必要にならないよう長く防災機能を果たしてくれる整備をしてほしい。
• 佐敷川上流にある砂防ダムにおいて、土砂が堆積しているため、堆積土砂を撤去するかダム本体を撤去し、現状の河床を低くしてほしい。
• 除草等の維持管理について、地域住民は高齢化が進んでいることから管理者で率先して実施してほしい。
• 河道内に土砂の堆積が見受けられるため、河道掘削のスケジュールを教えてほしい。

④環境 • 佐敷川ではシロウオが生息しており、下流部には産卵場所となっている礫床があると想定されるため、工事に当たっては、掘削した礫床を戻すなどの環境に
配慮した対応が必要。

• グリーンインフラの考えを理解し、取り組んでほしい。
• 上流・中流・下流のセグメントの区分けや生物調査の結果を本文に反映してほしい。また、生物調査結果について、重要種だけでなく、確認種もわかるように

記載してほしい。
• 「ネイチャーポジティブ」、「グリーンインフラ」といった文言について、30年後にも理解できるよう注釈などを加えてほしい。
• コンクリートブロックやコンクリートに包まれた河川にしないでほしい。川と人が共生してきた歴史・体験を重視し、コンクリートと動植物、人々の共生を目指し

て、川を守ってほしい。
• 佐敷川にはアユ・川ガニ・ダクマ(手長エビ)などが生息しているため、生物が生息できるような取り組みを行ってほしい。
• アユが生息できる環境を取り戻してほしい。アユが遡上できていないため、魚道の設置が必要。
• 防災と自然・景観を両立してほしい。
• 水質の安全性も重要。

⑤歴史・文化 • 近世の佐敷城だけでなく、中世からの水運の歴史についても計画に触れてほしい。
• 今後の工事において、特に下流の佐敷城周辺で舟着き場などの水運関連遺構が発見された場合の配慮を求めたい。

⑥景観・利活用 • アマモ場再生の取組み箇所やホタルの生息地について、平面図に記載し、工事の際に活用してほしい。
• 河川環境に配慮した取組みについて、断面図だけでなく平面図にも記載し、景観や環境への配慮事項がより円滑に伝わるよう検討してほしい。
• 家族で遊ぶことができ、大人と子供がふれ合い、また、地域イベントにも使えるような場を作ってほしい。

意見聴取結果（主な意見の概要） 熊 本 県
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意見の内容

• 計画目標に対する河川整備を行っても、外水氾濫は起こり得ることを前提とし、氾濫が発生した場合の対応という
ソフト対策の視点を盛り込むべき。

• 河川整備の役割や情報発信の理解を含めた内容を、防災教育として盛り込むべき。

意見に対する取組状況と考え方

■河川整備を行っても、計画規模を超える降雨による外水氾濫は発生し得るということを、住民の方々へ明確に伝
えていく必要があると考えています。浸水被害を最小化するため、ソフト対策の取組みを芦北町や地域住民の
方々と連携して推進します。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P27「施設能力を上回る洪水等への
対応」、 P42「洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項」、P57「施設の能力を上回る洪水を想定し
た対策」等に記載しています。

分野① 流域治水

P42

P57

熊 本 県



意見の内容

• 佐敷川は農地や住民の飲料水の源であり、漁業にも大きな影響を与えている。川なくして農業も漁業も成り立た
ないため、農林水産部と横断的な意見交換が必要。

• 河川は気象学・林学・土質学・水産学が重要であり、各関係者と更に連携して取り組んでほしい。
• 「環境」と「防災」のコミュニティは一体であるため、それぞれの関係性を示す「ステークホルダーマップ」を作成して

ほしい。

意見に対する取組状況と考え方

■河川整備の基本理念に従い、あらゆる関係者との連携に努め、河川整備を進めていきます。
■関係分野との連携については、流域治水を進めていく中でも重要な事項であることため、強化を図ります。
■ステークホルダーマップについて、作成を検討します。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P38「河川整備の基本理念」、 P71
「流域のあらゆる関係者との連携」等に記載しています。

分野① 流域治水

P71

熊 本 県
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P38
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分野① 流域治水 熊 本 県

意見の内容

• 河川監視カメラは、下流部だけでなく中流域・上流域にも設置する必要があるのではないか。

意見に対する取組状況と考え方

■住民の円滑な避難の支援に向け、必要に応じて河川監視カメラ等を設置します。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P56「円滑な避難に向けた支援」、 
P65「的確な水防活動の促進」等に記載しています。

P56 P65
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意見の内容

• 築堤や堤防嵩上げによる山水の排水に及ぼす影響（内水氾濫）と対策について、どのように考えているか。

意見に対する取組状況と考え方

■築堤や堤防嵩上げにより、山側からの排水が阻害され、内水氾濫のリスクがあることは認識しています。内水対
策を行う芦北町と連携し、必要な内水対策について検討をしていきます。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、ご意見を踏まえ、整備計画本文P54「内水対策」に
追記しています。

分野② 洪水対策

P54

熊 本 県
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意見の内容

• 「従来の治水対策を抜本的に見直し」について、何が抜本的であるのか住民に対してわかりやすく説明する必要
がある。

意見に対する取組状況と考え方

■水災害の激甚化に対する対応と流域治水への転換を、住民説明時に丁寧に伝えていきます。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P38「河川整備の基本理念」等に記
載している流域治水の内容を住民説明時に丁寧に伝えていきます。

分野② 洪水対策

P38

熊 本 県
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意見の内容

• 河川整備により、令和２年７月豪雨と同規模の洪水に対し、どの程度浸水被害が軽減されるのかを定量的に示し
てほしい。

意見に対する取組状況と考え方

■シミュレーションを実施し、本河川整備計画に基づく整備を行うことで、令和２年７月豪雨と同規模の洪水に対して、
家屋の浸水防止など、流域における浸水被害を防止軽減できることを確認しています。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおり
であり、整備計画本文P39「洪水等による災害の発生の
防止又は軽減に関する目標」に記載しています。

分野② 洪水対策

P39

熊 本 県
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意見の内容

• 住民が不安にならないよう、また度々の修繕が必要にならないよう長く防災機能を果たしてくれる整備をしてほし
い。

意見に対する取組状況と考え方

■河川構造物は経年劣化が生じるが、堤防等の維持管理や河川環境施設の長寿命化計画に基づく補修・更新を
行って予防保全に努めます。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P62「佐敷川水系の特徴を踏まえた
維持管理に関する事項」、P63「堤防等の維持管理」に記載しています。

分野③ 維持管理

P62 P63

熊 本 県
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意見の内容

• 佐敷川上流にある砂防ダムにおいて、土砂が堆積しているため、堆積土砂を撤去するかダム本体を撤去し、現状
の河床を低くしてほしい。

意見に対する取組状況と考え方

■現状を把握し、砂防等関係者と協同して対応を検討します。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は上記のとおりであり、土砂管理については、整備計画本文P26「総合的な
土砂管理」、 P54「土砂・流木対策」等に記載しています。

分野③ 維持管理

P26 P54

熊 本 県
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意見の内容

• 除草等の維持管理について、地域住民は高齢化が進んでいることから管理者で率先して実施してほしい。
 

意見に対する取組状況と考え方

■除草等の維持管理については、地域の実情を踏まえ、芦北町等の関係機関と協同して適切な対応を検討します。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は上記のとおりであり、土砂管理については、整備計画本文P63「堤防等の
維持管理」、 P70「地域との協働による維持管理」等に記載しています。

分野③ 維持管理

P63 P70

熊 本 県
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意見の内容

• 河道内に土砂の堆積が見受けられるため、河道掘削のスケジュールを教えてほしい。

意見に対する取組状況と考え方

■現在、災害復旧助成事業により河道掘削を実施しており、早期の完了目指して取り組んで参ります。
■佐敷川は土砂の生産が多く、時間の経過とともに河道内への堆積が進むため、掘削等の維持管理を適切な頻度

で実施します。
■また、土砂の流出をできるだけ抑制するため、治山対策、砂防対策等を検討します。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は上記のとおりであり、土砂管理については、整備計画本文P63「総合的な
土砂管理」、 P63「河道の測量・調査」、「河道の維持管理」等に記載しています。

分野③ 維持管理

P26 P63

熊 本 県
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意見の内容

• 佐敷川ではシロウオが生息しており、下流部には産卵場所となっている礫床があると想定されるため、工事に当
たっては、掘削した礫床を戻すなどの環境に配慮した対応が必要。

• 佐敷川にはアユ・川ガニ・ダクマ(手長エビ)などが生息しているため、生物が生息できるような取り組みを行ってほ
しい。

• アユが生息できる環境を取り戻してほしい。アユが遡上できていないため、魚道の設置が必要。

意見に対する取組状況と考え方

■環境調査時にシロウオの生息を確認していますので、河床掘削を実施した際に、繁殖に必要な石（空隙）を戻す
などの保全措置を講じていきます。

■アユ・川ガニ・ダクマ(手長エビ)等や他の生息動物についても、縦断的・横断的な連続性を確保し、生息・生育・繁

殖環境の保全・創出を図ります。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P58「河川環境の整備と保全に関す
る事項」 、P61「次世代に継承する良好な環境の確保・創出」等に記載しています。

分野④ 環境

P58 P61

熊 本 県
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意見の内容

• 上流・中流・下流のセグメント区分や生物調査の結果を本文に反映してほしい。また、生物調査結果について、重
要種だけでなく、確認種もわかるように記載してほしい。

意見に対する取組状況と考え方

■河川整備に当たっては、多様な動植物の生息・生育・繁殖環境及び良好な河川景観の保全・創出を図ります。そ
の際、国の方針等も確認しながら適切に対応していきます。

整備計画への反映等

■セグメントと生物調査結果の対応は整備計画本文P4「佐敷川
 河道勾配縦断図」に、生物調査結果はP32「多様な 動植物の
 生息・生育・繁殖環境の保全・創出」に追記しています。

分野④ 環境

P4

P32

熊 本 県
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意見の内容

• グリーンインフラの考えを理解し、取り組んでほしい。
• 「ネイチャーポジティブ」、「グリーンインフラ」といった文言について、30年後にも理解できるよう注釈などを加えて

ほしい。
• 防災と自然・景観を両立してほしい。

意見に対する取組状況と考え方

■グリーンインフラの考えを整備に盛り込むことを検討します。注釈について、本文に記載します。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P58「河川環境の整備と保全に関す
る事項」等に記載しています。 注釈については、整備計画本文P41に「ネイチャーポジティブ」を、P58に「グリーン
インフラ」を追記しています。

分野④ 環境

P41
P58

熊 本 県
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意見の内容

• 水質の安全性も重要。

意見に対する取組状況と考え方

■佐敷川の水質については、A類型に指定されており、観測開始以降、良好な水質を維持しています。
■地域住民や関係機関との連携を図りながら河川水の利用等の監視を行うとともに、保全に努めます。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P33「水質の保全」 、P69「水質の保
全」等に記載しています。

分野④ 環境

P33 P69

熊 本 県
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意見の内容

• 近世の佐敷城だけでなく、中世からの水運の歴史についても計画に触れてほしい。
• 今後の工事において、特に下流の佐敷城周辺で舟着き場などの水運関連遺構が発見された場合の配慮を求め

たい。

意見に対する取組状況と考え方

■水運の歴史について盛り込むことを検討します。
■船着き場について、工事中に発見された場合は、関係機関と相談の上、適切に対応します。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P11「歴史・文化」に、水運の歴史を
追記しています。

分野⑤ 歴史・文化

P11

熊 本 県
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意見の内容

• アマモ場再生の取組み箇所やホタルの生息地について、平面図に記載し、工事の際に活用してほしい。

意見に対する取組状況と考え方

■アマモの保全活動は佐敷川の河口部、ホタルの保全活動は乙千屋川の中流域から上流域において実施されて
います。説明資料に追記を行います。

整備計画への反映等

■当該意見に対しては、説明資料の方に追記し、河川整備計画と併せてホームページ等で公表します。

分野⑥ 景観・利活用 熊 本 県
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意見の内容

• 河川環境に配慮した取組みについて、断面図だけでなく、平面図にも記載し、景観や環境への配慮事項がより円
滑に伝わるよう検討してほしい

意見に対する取組状況と考え方

■整備実施の際に、配慮事項が現場に伝わるように進めていきます。

整備計画への反映等

■当該意見に対しては、説明資料の方に追記し、河川整備計画と併せてホームページ等で公表します。

分野⑥ 景観・利活用 熊 本 県
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意見の内容

• 家族で遊ぶことができ、大人と子供がふれ合い、また、地域イベントにも使えるような場を作ってほしい。

意見に対する取組状況と考え方

■河川整備を行う際には、関係機関や地域住民と連携しながら、河川とまちが融合する良好な水辺空間の形成、
保全に努めます。

整備計画への反映等

■当該意見に対する取組状況と考え方は、上記のとおりであり、整備計画本文P61「人と河川とのふれあい空間の
保全・創出」 、P70「河川空間の適正な利用」等に記載しています。

分野⑥ 景観・利活用

P70P61

熊 本 県
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